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  平成３０年２月 文教企業委員会行政報告資料  

経 営 総 務 部  

 

広島県における水道事業の広域連携について 

 

１ 国の動向 

水道事業の基盤強化を図るため，国は，平成２９年３月に，都道府県の水道事業

の広域的な連携推進に係る努力義務等を規定する水道法（昭和３２年法律第１７７

号）の一部を改正する法律案を国会に提出しましたが，衆議院の解散により廃案と

なりました。 

しかし，水道事業の広域連携の推進という方針に変わりはなく，国は，改正法案

の国会への再提出に向けて尽力するとしています。 

 

２ 広島県の動向 

広島県は，平成３０年１月に，県内水道事業の現状や将来見通しなどを踏ま

え，県内水道事業の広域連携の方向性など，広島県としての考え方を「広島県水

道広域連携案」として取りまとめ，広島県議会に報告しました（別紙）。 

当該連携案では，事業統合を全県で目指すことを基本として，施設や管理の最適

化など広域連携の具体的取組について協議・検討をする「広島県水道広域連携協議

会（仮称）」を平成３０年４月に設立し，今後２年程度を目途に方向性を決めたい

としています。 

 

３ 本市の対応 

本市においても，人口減少等により水需要は減少する一方で，老朽施設の更新

経費の増加等により，今後の経営環境は厳しくなることが予想されます。 

本市において，安全・安心な水道水を今後も安定的に供給するためには，広域

連携も含めた手法の検討は必要であると考えていますので，同協議会へ参加し，

広島県における水道事業の広域連携について，他の市町等と議論を進めていく必

要があると考えています。 
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